
「東北関東大地震」義援金受付け開始について 

 

 去る３月１１日に東北地方太平洋沖で発生した地震災害

により、甚大な被害が発生しており、被災地の皆様には心

からお見舞い申し上げますとともに、犠牲になられた方々

とご遺族の皆さまに対し、深くお悔やみを申し上げます。 

 当金庫では、この度の災害により、被害を受けられた方々

を支援するため、「東北関東大地震」義援金の店頭でのお取

り扱いを開始致します。 

 寄せられた義援金につきましては、全国信用金庫協会、 

日本赤十字社を通じて、被災者の方々に配分されます。 

お手続きに関しましては、お近くの営業店窓口にてお尋ね

下さい。 
  

被災地におかれましては、皆さまのご無事と一日も早い

復興を心よりお祈り申し上げます。 

 


